
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

規
　

　

　

則

】

 

○
　

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

建

築

指

導

課

 
 

規

則

 
 

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

告
　

　

　

示

】
 

○
　

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

 
 

出

区

域

の

指

定

 
 

○
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

立

入

り

の

許

可

監

理

課

 
 

○
　

公

共

測

量

の

測

量

期

間

の

変

更

〃

 
 

○
　

都

市

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

都

市

計

画

課

 
 

○
　

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

 
 

【

公

安

委

員

会

】

 
 

○
　

指

定

講

習

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

運

転

免

許

課

 
 

○
　

運

転

免

許

取

得

者

等

教

育

の

認

定

の

一

部

改

正

〃

 
 

【

正
　

　

　

誤

】

○
　

教

育

職

員

の

免

許

状

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

教

育

委

員

会

 

改

正

す

る

規

則

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

） 

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
六
十
八
号

 

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

　

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
一
条

 

に
改
正
す
る
。

第
条
の

第
６
項

第
７
項

第
条

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
部
１
の
項
５

中
「

1
3
7

1
2

」
を
「

1
3
7

(41)

，

 
の

第
項

第
項

1
2

1
1

1
2

」
に
改
め
る
。

，

 

　

（
岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次

第
二
条

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
を
「
第
百
三
十

 

七
条
の
十
二
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

　

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

 

　

の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る

第
三
条

事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
十
二
の
項

中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二

(83)

第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項

中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二

(84)

 

第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１０月２４日　岡山県公報　第１２７４７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
区
域
□
以
下
□
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
□
と
い
う
□
□
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

な
お
□
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
□
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
□
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 
 
 

玉
野
市
胸
上
字
高
山
東
四
八
一
番
一
の
一
部 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 
 
 

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

備
考 

 
 

１ 

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
□
省
略
し
□
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
□
て
こ
れ
に
代
え
る
□ 

 
 

２ 

一
に
掲
げ
る
区
域
は
□
令
和
七
年
八
月
十
九
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
□
て

表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
□ 

ひ  

令和７年１０月２４日　岡山県公報　第１２７４７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

一
路 

福
祉
用
具
レ
ン
タ
ル
・
販
売
事
業
所 

２ 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
百
田
三
番
地
五 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
一
路 

２ 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
百
田
三
番
地
五 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
十
月
十
七
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
四
〇
一
一
三
七 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

福
祉
用
具
貸
与 

 
 

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与 

 
 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

 
 

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売 

令和７年１０月２４日　岡山県公報　第１２７４７号



□
四
七
八
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

岡
山
ネ
オ
ポ
リ
ス
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□ 

    
 

所
在
地 

赤
磐
市
桜
が
丘
東
五
丁
目
五―

二
七
九 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番
五
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役
社
長 

大
友 
浩
嗣 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□ 

名
称 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番
五
号 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

芳
井 

敬
一 

 

□
変
更
後
□ 

名
称 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番
五
号 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役
社
長 

大
友 

浩
嗣 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□ 

ア 

名
称 

マ
□
ク
ス
バ
リ
□
西
日
本
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

平
尾 

健
一 

イ 

名
称 

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

兵
庫
県
加
古
川
市
野
口
町
野
口
一
六
〇
番
地
の
六 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

浦
上 

晃
之 

ウ 

未
定 

 

□
変
更
後
□ 

ア 

名
称 

株
式
会
社
フ
ジ 

 
 

 

住
所 

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
口 

 

晋 

イ 

名
称 

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

兵
庫
県
姫
路
市
綿
町
一
〇
四
番
地
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
二
階 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

浦
上 

卓
也 

ウ 

名
称 

株
式
会
社
セ
リ
ア 

 
 

 

住
所 

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八
番
地 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

河
合 

映
治 
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４ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１０月２４日　岡山県公報　第１２７４７号



□
四
七
九
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

岡
山
ネ
オ
ポ
リ
ス
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□ 

    
 

所
在
地 

赤
磐
市
桜
が
丘
東
五
丁
目
五―

二
七
九 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番
五
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役
社
長 

大
友 
浩
嗣 

 

３ 

変
更
事
項 

 
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

(1) 

駐
輪
場
の
位
置 

  

□
変
更
前
□ 

 
 

届
出
書
添
付
図
三―

一
に
記
載
の
と
お
り 

 

□
変
更
後
□ 

 
 

届
出
書
添
付
図
三―

二
に
記
載
の
と
お
り 

(2) 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置 

 

 

□
変
更
前
□ 

 
 

届
出
書
添
付
図
三―

一
に
記
載
の
と
お
り 

 

□
変
更
後
□ 

 
 

届
出
書
添
付
図
三―

二
に
記
載
の
と
お
り 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
赤
磐
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課
並
び
に
岡
山
県
産
業 

労
働
部
経
営
支
援
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 
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□
四
八
〇
□
土
地
収
用
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
□
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□

次
の
と
お
り
事
業
の
準
備
の
た
め
の
土
地
立
入
り
を
許
可
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

中
国
電
力
ネ
□
ト
ワ
□
ク
株
式
会
社 

二 

事

業

の

種

類 

六
十
六
ｋ
Ｖ
特
別
高
圧
架
空
送
電
線
路 

下
阿
知
線
Ｎ
ｏ
□
七
経
年
鉄
塔
建
替

工
事 

三 

立
入
り
の
目
的 
調
査
及
び
測
量 

四 

立
入
り
の
期
間 
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
向
山
字
亀
田
□
字
岩
之
端
□
字
西
亀
田 

令和７年１０月２４日　岡山県公報　第１２７４７号



□
四
八
一
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
令
和
七
年
八
月
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
公
告
□
公
共
測
量
の
実
施
□

に
お
い
て
公
示
し
た
公
共
測
量
の
測
量
期
間
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
の
通
知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

変
更
前 

 

令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま
で 

変
更
後 

 

令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 
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□
四
八
二
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
す
る
た
め
□
当
該

都
市
計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
な
お
□
当
該
案
に
つ
い
て
は
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岡
山
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県 

代
表
者 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

都
窪
郡
早
島
町
の
一
部 

三 

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
早
島
町
都
市
整
備
部
建
設
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で 
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〔
四
八
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

 
た
。

 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 

一　

借
入
件
名
及
び
数
量

 

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
中
央
監
視
装
置
更
新
に
係
る
賃
貸
借　

一
式

 

二 
 

借
入
期
間

 

　
　

令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

三　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

 

　
　

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課 

　
　

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番
地
三

 

四　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
月
二
日

 

五　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

 

Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

 

岡
山
市
北
区
錦
町
一
番
一

 

六　

落
札
金
額

 

　
　

一
月
当
た
り
七
五
〇
、
六
四
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六
八
、
二
四
〇
円
）

 

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

 
 
 
 
 

一
般
競
争
入
札

 

八　

入
札
公
告
日

 
 
 
 
 

令
和
七
年
八
月
一
日
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
六
号

　

平
成
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 
に
改
正
す
る
。

 

　
　

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

 

岡　

山　

県　

公　

安　

委　

員　

会　
　
　

 

本
則
の
表
二
の
項
及
び
六
の
項
中
「
岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
東
京
都
豊
島
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社
」

　
　

株
式
会
社
勝

を

 

南
大
塚
三
丁
目
四
六
番
三
号

に
改
め
、
同
表
十
七
の
項
中
「
東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
四
番
三

英
自
動
車
学
校　
　
　
　
　

」

号
」
を
「
東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
三
丁
目
四
六
番
三
号
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
七
号

　

令
和
四
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
）
の
一
部

 
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

 

岡　

山　

県　

公　

安　

委　

員　

会　
　
　

 

本
則
の
表
二
の
項
及
び
六
の
項
中
「
岡
山
市
中
区
清
水
四
一
八
番
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
東
京
都
豊
島
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

ウ
エ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
興
業
株
式
会
社
」

 
 

　

株
式
会
社
勝

を

 

南
大
塚
三
丁
目
四
六
番
三
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

英
自
動
車
学
校　

 
 
 
 

　
　

」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
中
「
東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
四
丁
目
六
番
四

 

号
」
を
「
東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
三
丁
目
四
六
番
三
号
」
に
改
め
る
。
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〔
二
一
〕
令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
付
け
公
布
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

 

る
規
則
（
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

  
頁
・
行

誤

正

一
・
八

「
百
二
条

「
第
百
二
条
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